
- 38 - 

Ⅶ 交 通

１ 鉄道・航空等運賃の割引 
鉄道や国内航空路線を利用される場合、交通割引があります。料金の割引につ

いては、下記の種別により異なります。 

第１種の手帳 第２種の手帳 

視覚障害者１～３級、４級の一部    

左記以外の身体障害者、精神障害者 

療育手帳Ｂ・Ｃ判定

聴覚障害者２～３級 

肢体不自由１～３級 

（複合等級等の一部を除く） 

内部障害１～４級 

（ぼうこう・直腸障害は１～３級） 

精神障害者保健福祉手帳１級 

療育手帳 A判定 

障害者手帳の提示に代えてスマートフォンの障害者アプリ「ミライロＩＤ」の提示によ

り割引を受けることが可能な場合があります。詳細は各事業者へお問合せください。

下記中に※「ミライロＩＤ」と記載しています。 

（１） JR 各社・私鉄等鉄道旅客運賃等の割引 ※「ミライロＩＤ」
身体障害者、精神障害者、知的障害者およびその介護者がＪＲ各社等の経営する鉄道、

航路、自動車道および連絡運輸の取り扱いをする会社線に乗車船する場合に、運賃等

が割引されます。 

<普通乗車券>

・第１種の手帳または第２種の手帳をお持ちの方が単独で片道１００キロメートルを超え

る乗車をする場合 

・第１種の手帳をお持ちの方が介護者とともに乗車する場合 

（詳細については各鉄道会社の窓口でお問合せください） 

<定期乗車券、回数乗車券・急行券>

各鉄道会社の窓口でお問合せください。  

◆問合せ先 

各鉄道会社

（２） 名鉄バス運賃の割引 ※「ミライロＩＤ」
手帳を提示することによって、第１種の手帳および精神障害者保健福祉手帳１級

または２級をお持ちの方は、本人と付き添いの方、第２種の手帳および精神障害者

保健福祉手帳３級をお持ちの方は、本人のみ割引になります。 



- 39 - 

◆問合せ先 

名鉄お客さまサポートセンター 電話０５７０－０２－５１５１（直通） 

（３）  ｉ－バス運賃の割引 ※「ミライロＩＤ」
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、介添

えのための付き添い者１名まで半額の割引になります。（降車時に手帳等の提

示が必要。付き添いは手帳を持つ方１人につき１人まで） 

◆対象コース

一宮コース、千秋町コース、大和町・萩原町コース 

◆問合せ先 

本庁舎８階８８番窓口（地域交通課交通政策グループ） 電話２８－８９５５（直通） 

（４） 名古屋市営バス・名古屋市営地下鉄・あおなみ線運賃の割引 
※「ミライロＩＤ」

名称 対象者 割引率 利用方法

名
古
屋
市
営
バ
ス
・

名
古
屋
市
営
地
下
鉄

身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳所持者および介

護者・付き添い人は最大３名 
おおむね 

半額

バス 

手帳を提示して割

引乗車する 

地下鉄・あおなみ線 

割引用乗車券を

購入のうえ、手帳

を提示して乗車

あ
お
な
み
線

身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳所持者および介

護者・付き添い人１名

◆問合せ先 

名古屋市交通局名古屋サービスセンター     電話０５２－５８２－１０７７（直通） 

名古屋臨海高速鉄道株式会社あおなみ線お問合せ窓口          

電話０５２－３８３－０９６０（直通） 

（５） 航空旅客運賃の割引  ※「ミライロＩＤ」 
障害者手帳所持者、その介護者が定期航空路線の国内線区間を利用する場合に、航

空旅客運賃が割引されます。 

航空券を購入される前に手帳を提示してください。 

◆問合せ先 

各航空会社 
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２ 自動車改造、自動車運転免許証取得費助成事業 
身体障害者手帳の交付を受けた方が、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車

を、運転免許証に付された条件に合うよう改造を行う場合に要する費用や、就労等に

伴い、普通自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

◆対象者

・自動車改造…自動車運転免許証に改造箇所に係る条件を付された身体障害

者のうち、過去５年間にこの助成を受けていない方（所得制限があります。） 

※改造前に申請が必要です。 

･自動車運転免許証取得…身体障害者手帳をお持ちの方（視覚障害のある

方を除く） 

※免許取得日から申請日まで引き続き一宮市の住民基本台帳に記録さ

れている方で、免許取得後６か月以内に申請が必要です。 

◆助成額

自動車改造費、自動車運転免許証取得費（取得費の２／３以内）助成、それぞ

れ上限額は１００，０００円 

◆申請に必要なもの 

・自動車改造…申請書、見積書、自動車運転免許証またはマイナ免許証(改造

箇所に係る条件を付されたもの)、身体障害者手帳、窓口で手続きをされる方の

本人確認のできる書類 

※マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」

で読み取りのうえ、顔写真が表示されている免許証の画面と改造箇所に係る条

件が付されていることが分かる画面（スクリーンショットまたは印刷したものでも可）

を提示してください。 

〔決定後〕決定通知書、改造完了届、領収書、自己の所有する車両である事が

確認できる書類の写し、窓口で手続きをされる方の本人確認のできる書類 

・自動車運転免許証取得…申請書、自動車運転免許証またはマイナ免許証、

免許取得に要した経費を明らかにしたもの、身体障害者手帳、窓口で手続きを

される方の本人確認のできる書類

※マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプ

リ」で読み取りのうえ、顔写真が表示されている免許証の画面と（スクリーンショッ

トまたは印刷したものでも可）を提示してください。 

◆申請場所・問合せ先

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 

電話２８－９０１７（直通）・FAX７３－９１２４ 
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３ 有料道路通行料金の割引 ※「ミライロＩＤ」

身体障害者手帳または療育手帳（A判定)をお持ちの方が有料道路を利用する

場合に、通行料金が割引されます。本割引は障害者の方1人につき自動車1台を

事前に登録できます。ただし、自動車を保有されていない場合または事前登録さ

れた自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し自動車を事前登録されな

い場合でも本割引の対象となります。なお、対象外の自動車がありますので、お問

合せください。 

※本割引を受けるには自動車登録の有無に関わらず、事前に申請が必要になり

ます。 

※第２種の手帳については本人運転のみ本割引の対象となります。 

◆申請に必要なもの 

自動車を事前 

登録し、ETC を 

利用しない場合 

① 身体障害者手帳または療育手帳 （A 判定のみ) 

② 自動車検査証、軽自動車届出済証または電子車検証 

③ 自動車検査証記録事項（電子車検証をお持ちの場合） 

④ 運転免許証またはマイナ免許証 

（身体障害者手帳第２種の方のみ） 

自動車を事前 

登録し、ＥＴＣを 

利用する場合 

① 身体障害者手帳または療育手帳 （A 判定のみ) 

② 自動車検査証、軽自動車届出済証または電子車検証 

③ 自動車検査証記録事項（電子車検証をお持ちの場合） 

④ 運転免許証またはマイナ免許証 

（身体障害者手帳第２種の方のみ） 

⑤ ＥＴＣカード (障害者本人名義のもの) 

※ただし、本人が未成年の場合は保護者名義で可 

⑥ ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの 

（ＥＴＣ車載器セットアップ申込者・証明書等） 

自動車を事前 

登録しない場合 

① 身体障害者手帳または療育手帳 （A 判定のみ) 

② 運転免許証またはマイナ免許証 

（身体障害者手帳第２種の方のみ） 

※ＥＴＣを利用する場合は、◆申請場所で手続き後発行される「ＥＴＣ利用対象者

証明書」を有料道路ＥＴＣ割引登録係へ郵送してください。 

※マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」

で読み取りのうえ、顔写真が表示されている免許証の画面（スクリーンショットまた

は印刷したものでも可）を提示してください。 

◆申請場所

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ）電話２８-９０１７（直通） 

尾西庁舎１階窓口課７番窓口                 電話８５-８３９３（直通） 

木曽川庁舎１階総務窓口課４番窓口            電話８４-０００６（直通） 

◆問合せ先

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ）電話２８－９０１７（直通） 

有料道路 ETC割引登録係             電話０４５－４７７－１２３３(直通) 

(受付時間 平日９時～午後５時) 
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４ タクシー運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がタクシー

に乗車された場合、手帳を提示することで迎車料金を除く規定料金の１割引になるタクシ

ー会社もあります。詳しくは、乗車時にご確認ください。  

◆問合せ先 

各タクシー会社 

５ 福祉タクシー料金助成 
身体障害者手帳３級以上、療育手帳Ｂ以上、精神障害者保健福祉手帳２級以上、

戦傷病者手帳または被爆者手帳をお持ちの方が、一宮市と契約するタクシー会社等

のタクシーを利用した場合に、そのタクシーの基本料金及び迎車料金部分を年間３０

回まで一宮市で助成するものです。 

なお、生活保護世帯・市県民税所得割非課税世帯については、医療機関に通院

するなど必要な場合に年間６０回を上限とし、利用回数を増やすことができます。 

また、ストレッチャーや特殊な車いす等で乗車できる設備を備えたリフト付福祉タク

シー（１回当たり限度額２，７００円、年１０回）の助成も同様に行っており、年度途中で

普通タクシーからリフト付タクシーに、またその逆の券交換も可能です。 

タクシーを利用するときは、本人確認のため必ず手帳を提示してください。 

◆申請に必要なもの

・身体障害者手帳等各種手帳 

・窓口で手続きをされる方の本人確認のできる書類 

. 

◆申請場所・問合せ先

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 電話２８-９０１７（直通） 

尾西庁舎１階窓口課７番窓口    電話８５-８３９３（直通） 

木曽川庁舎１階総務窓口課４番窓口             電話８４-０００６（直通） 
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６ 市営駐車場等の使用料の減免 
身体障害者、重度心身障害者と生計を一にする方、または戦傷病者で自動車税

の減免を受けている方が、一宮市長が発行する「特別利用証明書」を携帯し、自動車

税の減免対象車で一宮市営駐車場等を利用した場合に普通使用料の額の２分の１

に相当する額を減免します。 

◆申請に必要なもの

身体障害者手帳等（自動車税の減免の記載がある手帳） 

◆申請場所

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 電話２８－９０１７（直通） 

尾西庁舎１階窓口課７番窓口                  電話８５－８３９３（直通） 

木曽川庁舎１階総務窓口課４番窓口             電話８４－０００６（直通） 

◆問合せ先

本庁舎２階２５番窓口（障害福祉課手帳･手当グループ） 

電話２８－９０１７（直通）・FAX７３－９１２４ 

７ 駐車禁止等除外指定車標章
県公安委員会から駐車禁止等除外指定車標章の交付を受け、現に障害者本人

が使用中の場合に限り、標章を掲出することにより、道路標識等による駐車禁止また

は時間制限駐車区間の場所に駐車することができます。 

詳しくは下記の問合せ先までお尋ねください。 

◆申請場所・問合せ先

一宮警察署 交通課                   電話 ２４－０１１０(代表) 

８ パーキング・パーミット制度 
障害のある方や難病の方、要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難である

と認められる方に対して利用証を交付することで、対象駐車区画における不適切な

駐車を抑制し、適正利用を図る制度です。 

 詳しくは下記の問合せ先までお尋ねください。 

 ◆申請場所・問合せ先

   愛知県パーキング・パーミット制度事務局       電話 052-990-6845（直通） 


